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保険契約者代理特約 指定代理請求特約お客さまのご家族登録制度

ご契約者・被保険者にもしものことがあったとき
指定されたご家族等が契約内容の照会、
各種お手続きや保険金等の請求などを

行うことができます。

指定されたご家族等が契約内容の照会、
各種お手続きや保険金等の請求などを

行うことができます。

もしものこと

募AFS1424006(25.1)
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高齢の親の契約内容を
確認したい

例えばこんなとき…

ご契約者・被保険者にもしものことがあったとき、
指定されたご家族等がサポートできるサービスです

無料

「しんらいのご家族サポートサービス」には、「お客さまのご家族登録制度」「保険契約者代理特約」
「指定代理請求特約」があり、ご家族等が契約内容の照会、各種お手続きや保険金等の請求を
代理で行うことができます。
３つの制度・特約すべてにお申し込みいただくことをおすすめします。

「しんらいのご家族サポートサービス」は
ご契約者・被保険者・ご家族に
「あんしん」 をお届けします。

ご
家
族
登
録
制
度

お
客
さ
ま
の ご家族でも

契約内容を確認できます。契約内容を確認できます。

ご契約者が認知症などで
意思表示が難しく、
ご自身では
お手続きができない

例えばこんなとき…保
険
契
約
者
代
理
特
約

ご契約者に代わって
ご契約に関するお手続きが
できます。
ご契約に関するお手続きが
できます。

被保険者が事故や病気で
意識不明となり、
意思表示できない

例えばこんなとき…指
定
代
理
請
求
特
約

被保険者に代わって
保険金等を請求できます。保険金等を請求できます。

詳細は、3ページへ

詳細は、4ページへ

詳細は、5ページへ

指定代理請求人

を指定していれば！

指定代理請求人

を指定していれば！

ご家族を登録
していなければ
契約内容を確認
できませんでしたが…

ご家族を登録
していなければ
契約内容を確認
できませんでしたが…

これまでは
契約に関するお手続きは
できませんでしたが…

これまでは
契約に関するお手続きは
できませんでしたが…

特約を
付加していなければ
保険金等を請求
できませんでしたが…

特約を
付加していなければ
保険金等を請求
できませんでしたが…

保険契約者代理人

を指定していれば！

保険契約者代理人

を指定していれば！

ご家族を

登録していれば！

ご家族を

登録していれば！

契約内容
確認OK

請求OK

保険契約者代理特約 指定代理請求特約お客さまのご家族登録制度
ご検討にあたっては「お客さまのご家族登録制度規約」「ご契約の概要（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

手続きOK



お客さまの
ご家族登録制度

あらかじめご家族を登録しておくことにより、ご家族から
契約内容の照会などを行うことができます。また、当社から
確実にご契約者にご案内をお届けすることができます。

保険契約者代理特約
あらかじめ指定された代理人が、
意思表示が困難なご契約者に代わって
解約などのお手続きをすることができます。

ご登録いただけるご家族

●ご契約者の配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている３親等内の親族など
●ご契約単位で１名のみ登録できます

▶詳細は、6ページ Ｑ1をご確認ください。

3 4＊詳細は、「ご契約の概要（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。＊詳細は、7～10ページ「お客さまのご家族登録制度規約」、 「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

●ご契約者の配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている３親等内の親族など
●ご契約単位で１名のみ指定できます

ご指定いただける代理人 ▶詳細は、6ページ Ｑ1をご確認ください。

ご契約者が認知症などで意思表示が難しく、ご自身ではお手続きができない

ご契約者がケガや病気などで意識がなく、ご自身ではお手続きができない

例えばこんなとき…

POINT

■保険契約者の変更　■保険金等の受取人の変更
■告知を要する手続き　■保険契約者代理人の変更
■指定代理請求人の変更
■保険金等の受取人が被保険者と定められている場合の保険金等の請求

対象外となる
お手続き

●保険契約の解約

●保険金額等の減額

●住所変更

●保険金・給付金等の請求　

など

※ご契約者と保険金・給付金等の受取人が同一人である場合

例えばこんなとき…

POINT

2
当社がご契約者と連絡がとれ
ない場合でも、登録家族に
ご契約者の連絡先をお聞きする
ことで、確実にご案内をお届け
できます。 ご契約者の連絡先を確認 登録家族

当社

×
連絡が
取れない

高齢の親の契約内容を確認したい

災害発生時や転居先不明等で当社がご契約者と連絡がとれない

登録家族から、当社に
「契約内容のお問合わせ」や
「異動·支払等の請求書類の送付
依頼」ができるようになります。

ご家族等もお問合わせ可能

当社

契約内容を
確認したい

登録家族

POINT

1

お
客
さ
ま
へ
の
注
意
事
項

●保険契約者代理人となられる方に、ご契約の内容および代理手続きを行うことができる旨、お伝えください。
●「お客さまのご家族登録制度」でご家族を登録している場合、同一の方のご登録をおすすめします。
●複数のご契約がある場合は、同一の方をご指定ください。

●ご契約者が法人や未成年者の場合、「保険契約者代理特約」は付加することができません。
●「指定代理請求特約」を付加している場合、指定代理請求人による請求が可能である手続きについては、保険
契約者代理人による代理手続きの対象外となります。（指定代理請求人が代理請求をすることができます。）

●代理手続きおよび契約内容の開示をご希望の際は、当社所定の請求書類および診断書などの証明書類を
提出していただく必要があります。

お
願
い

ご
注
意

お
客
さ
ま
へ
の
注
意
事
項

●登録家族となられる方に、下記事項をお伝えし、同意を得てからお申込みください。
　・ ご契約者が本制度を利用すること
　・ 登録家族について、ご登録に必要な情報を当社へ開示すること
　・ 本制度にもとづき、当社から登録家族に連絡する場合があること
　・ 登録家族は当社へ契約内容の照会や、ご契約に関する手続きの請求書類をご契約者あてに送付するよう
     依頼ができること　　など
●「保険契約者代理特約」を付加している場合、保険契約者代理人と同一の方のご登録をおすすめします。
●複数のご契約がある場合は、同一の方をご登録ください。

●ご契約者が法人や未成年者の場合、本制度の対象外となります。
●登録家族は、解約などの手続きや、保険金等の請求手続きを代理で行うことはできません。
●お申込み後、ご契約者および登録家族に、当社から「手続完了のお知らせ」ハガキをお届けします。

お
願
い

ご
注
意

※請求書類の送付先はご契約者あてとなり
ます

ご契約者

ご契約者

いざというとき、保険契約者代理人がご契約者の代わりに
お手続きできます。



5 6

指定代理請求特約
あらかじめ指定された代理人が、
被保険者に代わって保険金等を請求することが
できます。

Q A&
「しんらいのご家族サポートサービス」は誰を登録できますか？Q1

●被保険者の配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている３親等内の親族など
●ご契約単位で１名のみ指定できます

ご指定いただける代理人 ▶詳細は、6ページ Ｑ1をご確認ください。 （※1）【お客さまのご家族登録制度】お申込みの際に、当社所定の書類の提出を求める場合があります。
（※2）【保険契約者代理特約】代理手続きされる際に、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、ご契約者のために手続きを行うべき相当な

関係があると当社が認めた者に限ります。
（※3）【指定代理請求特約】代理請求される際に、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求

すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。

被保険者が事故や病気で意識不明となり、意思表示できない

被保険者が「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っている

例えばこんなとき…

いざというとき、指定代理請求人が被保険者の代わりに
保険金等を請求できます。

POINT

●保険料払込免除の請求
※被保険者とご契約者が同一人である場合

など

●被保険者が受取人となる保険金・給付金等の請求

・高度障害保険金
・介護保険金
・特約がん保険金
・入院給付金
・手術給付金

（例）

など

申込み後に登録家族や指定した代理人の変更はできますか。Q2

上記の範囲内で登録家族および指定した代理人を変更することができます。A

お
客
さ
ま
へ
の
注
意
事
項

●指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
●「お客さまのご家族登録制度」および「保険契約者代理特約」との同時申込をおすすめします。
●登録家族と同一の方またはご契約者のご登録をおすすめします。（契約形態によっては左記の方をご登録
いただけない場合がございます。）

●複数のご契約がある場合は、同一の方をご指定ください。

●代理請求される際は、当社所定の請求書類および診断書などの証明書類を提出していただく必要が
あります。

お
願
い

ご
注
意

保険契約者代理特約
（保険契約者代理人）

指定代理請求特約
（指定代理請求人）

お客さまのご家族登録制度
（登録家族）

ご契約者の戸籍上の配偶者

ご契約者の直系血族

ご契約者の３親等内の血族

ご契約者と同居し、または、生計を一にしているご契約者の
３親等内の親族

①～④以外の者で、ご契約者と同居し、または、生計を一に
している者（※1）（※2）

ご契約者の財産管理を行っている者（※1）（※2）

その他ご契約者と同居し、または、生計を一にしている者
またはご契約者の財産管理を行っている者と同等の関係に
ある者（※1）（※2）

被保険者の戸籍上の配偶者

被保険者の直系血族

被保険者の３親等内の血族

被保険者と同居し、または、生計を一にして
いる被保険者の３親等内の親族

①～④以外の者で、被保険者と同居し、
または、生計を一にしている者（※3）

被保険者の財産管理を行っている者（※3）

その他被保険者と同居し、または、生計を一
にしている者または被保険者の財産管理を
行っている者と同等の関係にある者（※3）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

３
親
等
の
例

しんらいのご家族サポートサービスしんらいのご家族サポートサービス

サービスの種類によって該当するご家族等の範囲が異なります。詳細は下記のとおりです。A

＊詳細は、「ご契約の概要（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

兄弟こども父・母本人 配偶者 おじ・おば

3親等2親等1親等
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お客さまの
ご家族登録制度規約 保険契約者代理特約、指定代理請求特約については、

「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

第6条（登録申込み手続き）
登録家族の登録は、保険契約者等からの申出により、
当社が定める方法での手続きを必要とします。
なお、前条第1項（5）から（7）に該当する者を登録する
場合は当社が定める書類の提出を求めるときがあります。

登録家族の登録情報はつぎのとおりとします。

（1）

（2）

（3）

（4）

災害発生時など、当社が保険契約者等と連絡が
取れない場合に、登録家族に安否確認および緊急
連絡を行うこと
保険契約者等に当社からの通知が到達しない
場合に、当社が登録家族に保険契約者等の連絡先
を確認すること
登録家族が当社に登録済契約の契約内容の開示
を請求すること
登録家族が当社に登録済契約の異動・支払等の請
求書類の保険契約者等への送付を依頼すること

第3条（本制度の利用目的）
1　本制度の利用目的は以下のとおりです。

第10条（被保険者の同意事項）
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項
について被保険者（保険契約者と被保険者が異なる場合）
の同意を得ることを要します。
（1）保険契約者等が本制度を利用すること
（2）登録家族からの請求により、当社が登録済契約

のつぎの事項を登録家族に開示する場合がある
こと
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所、およ
び電話番号

②特別条件付保険特約条項または特別条件付保
険特約条項（2013）が付加されている場合、
その内容

③被保険者が受け取る保険金・給付金等の支払
情報

第12条（保険契約者等・登録家族への登録通知）
保険契約者等が登録家族を登録し、当社が登録手続き
を行った場合、当社から保険契約者等および登録家族
に登録が完了したことを通知します。

第13条（利用開始時期）
当社が定める方法にて手続きが行われ、当社が登録
家族の登録を行った時から本制度の利用を開始します。

第11条（保険金等受取人の同意事項）
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項
について保険金等受取人（保険契約者と保険金等受取
人が異なる場合）の同意を得ることを要します。ただし、
保険契約者等が第２条第１項（3）の場合を除きます。
（1）
（2）

保険契約者等が本制度を利用すること
登録家族からの請求により、当社が登録済契約
のつぎの事項を登録家族に開示する場合がある
こと
①保険金等受取人の氏名、および被保険者から
みた続柄

②保険金・給付金等の受取割合

第9条（登録家族の同意事項）
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項
について登録家族の同意を得ることを要します。

保険契約者等が本制度を利用すること
保険契約者等が登録家族の登録情報を当社に
開示・登録すること
当社から登録家族に書面または電話等で連絡する
場合があること
登録家族が登録済契約の契約内容の開示を当社
に請求できること

（1）
（2）

（3）

（4）

（1）当社から登録家族に書面または電話等で連絡する
場合があること

（2）当社からの依頼により、登録家族が当社に保険
契約者等の現在の居所・電話番号等を開示する
場合があること

（3）登録家族からの請求により、登録家族に登録済
契約の契約内容を開示する場合があること

（4）登録家族からの請求により、保険契約者等に登録
済契約の異動・支払等の請求書類を送付する
場合があること

（5）登録情報を登録済契約の取扱代理店に開示する
場合があること

第8条（保険契約者等の同意事項）
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項
について同意することを要します。

第1条（規約の目的）

保険契約者等
本規約において「保険契約者等」とは、当社保険契約
のつぎのいずれかに該当する者をいいます。

登録家族
本規約において「登録家族」とは、保険契約者等が
登録した当社所定の要件を満たす保険契約者等以外
の者をいいます。
登録情報
本規約において「登録情報」とは、本制度の目的を遂行
するにあたり、当社が必要とする登録家族に関する
情報をいいます。
登録済契約
本規約において「登録済契約」とは、「登録家族」の登録
が完了している保険契約をいいます。
登録済契約者
本規約において「登録済契約者」とは、「登録家族」の
登録を行った保険契約者等をいいます。

1

2

3

4

5

（1）
（2）

（3）

保険契約者
年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務
を承継した年金受取人
保険金等の支払いにおいて、すえ置支払または
年金支払を選択した保険金等受取人

（1）法人または法人格のない団体等
（2）未成年者等、制限行為能力者
（3）成年後見人等、法定代理人が選任されている者
（4）登録時点で、日本国外に居住している者および

国外居住予定がある者
（5）当社が反社会的勢力に該当すると認めた者

第2条（用語の定義）

第7条（登録情報）

（1）氏名（漢字・カナ）
（2）生年月日
（3）性別
（4）保険契約者等からみた続柄
（5）住所（居所）
（6）電話番号

（1）保険契約者等が被保険者からみた続柄が雇用主
（個人事業主）である保険契約

（2）保険契約者等が未成年者である保険契約
（3）保険契約者等に成年後見人等、法定代理人が選任

されている保険契約

本制度の対象は保険契約者等が個人である保険契約と
します。ただし、つぎのいずれかに該当する保険契約は、
本制度の対象外とします。

第4条（本制度の対象契約）

2　前項にかかわらず、つぎのいずれかに該当する者は
登録家族として登録できません。 

3　登録家族の登録は保険契約単位とし、1保険契約
　  につき1名とします。

（1）保険契約者等の戸籍上の配偶者
（2）保険契約者等の直系血族
（3）保険契約者等の3親等内の血族
（4）保険契約者等と同居し、または生計を一にして

いる保険契約者等の3親等内の親族
（5）前号以外で保険契約者等と同居し、または生計

を一にしている者
（6）保険契約者等の財産管理を行っている者
（7）保険契約者等と同居し、または生計を一にしている

者、または保険契約者等の財産管理を行っている
者と同等の関係にある者

第5条（登録家族の範囲）
1　登録家族として登録が可能な範囲はつぎのいずれ
かに該当する者とします。

お客さまのご家族登録制度規約（以下、「本規約」といいま
す）は、フコクしんらい生命保険株式会社（以下、「当社」と
いいます）が運営・提供する「お客さまのご家族登録制度」
（以下、「本制度」といいます）に関する取扱いを定めたもの
です。

（1）災害発生時など、当社が保険契約者等に連絡が
取れない場合

2　 前項(2)はつぎの場合に行います。

3　保険契約者等が登録済契約以外の当社の保険契約
に加入している場合で、登録家族が登録されてい
ない保険契約、または別の登録家族が登録されて
いる保険契約については、第1項（3）および（4）を
利用することはできません。

（2）登録済契約の満期保険金・年金・すえ置金等の
支払時において当社から保険契約者等に連絡が
取れない場合

（3）保険契約者等の住所（当社が知った最終の住所）
に発した通知が到達しない場合

（4）その他当社が必要と認めた場合

登録家族が登録済契約の異動・支払等の請求書
類の送付を当社に依頼できること
当社が登録情報を登録済契約の取扱代理店に
開示することがあること

（5）

（6）
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第14条（登録家族への契約内容の開示）

（1）取扱者情報（代理店名、募集人名）
（2）保険契約者情報（氏名、生年月日、被保険者から

みた続柄、性別、住所、電話番号）
（3）被保険者情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話

番号）
（4）保険金等受取人情報（氏名、被保険者からみた

続柄、受取割合）
（5）契約状態（有効、失効中、年金支払中等）
（6）商品・保障情報（商品名、特約名、保険金額、給付

金額、保険料、型、保険期間、払込期間等）
（7）保険金・給付金等支払情報（支払日、支払金額）。

ただし、つぎの情報は開示対象外とします。

（8）保険料収納情報（払込方法、保険料振替口座、
保険料の入金状況、保険料振替貸付金の残高
および返済情報）

（9）異動内容情報（異動日、異動内容、契約者貸付金
の残高および返済情報）

（10）保険料・返戻金等の試算情報（解約、減額、契約
者貸付、払済、前納等）

（11）質権・差押情報（設定の有無、質権者・差押権者名）
（12）その他会社が必要と認める情報

１　当社は第2条第1項（1）の登録家族から登録済契約
の保険契約の内容の開示請求があった場合、つぎに
定める範囲内で登録家族に開示します。

第18条（保険契約者等・登録家族からの通知事項）
第7条に定める登録情報に変更があった場合、および
前条第1項（2）③から⑤に定める事由が生じた場合は、
保険契約者等または登録家族はすみやかに当社に通知
することを要します。

第25条（準拠法、管轄裁判所）
1   本規約に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合は、当社
の本社または保険契約者等の住所地を管轄する高等
裁判所（本庁とします）の所在地を管轄する地方裁判
所（本庁とします）をもって、合意による管轄裁判所と
します。

（1）本制度の提供に必要な機器の保守や点検を行う
場合、または当該機器等に障害が発生した場合

（2）天災・災害その他やむを得ない事由により本制度
の提供ができない場合

（3）当社が本制度の中断または終了する相当の事由
があると判断した場合

第20条（本制度の中断または終了）
１　当社はつぎの場合、本制度の全部または一部を中断
または終了することがあります。

2　前項の事由により本制度を中断または終了する場合、
当社は保険契約者等および登録家族に事前に通知
しません。

第21条（規約の変更）
本規約は、法令改正またはその他事由により事前の承諾
なく変更することがあります。この場合、当社は変更内容
等について、当社ホームページまたはその他の方法に
より告知します。

第24条（約款の準用）
本規約に特に定めのない事項については、普通保険約
款および特約条項の規定のほか、当社が定める規定等
を準用するものとします。なお、本規約と当社が別に定
める規定等の内容が異なる場合は、本規約が優先され
るものとします。

第23条（個人情報の利用、取扱い）
当社は登録家族に関する情報、本制度の利用に係る過程
で知り得た情報を、本規約に定める事項以外に、必要に
応じてつぎの目的で利用することがあります。
（1）各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・

給付金等の支払い
（2）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの

ご案内・提供、保険契約の維持管理
（3）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・

サービスの充実
（4）その他保険に関連・付随する業務

第22条（免責事項）
当社はつぎの場合、責任を負いません。なお、当事者と
は保険契約者等、登録家族、保険契約関係者またはその
他利害関係者をいいます。
（1）登録家族の登録にあたり、保険契約者等、登録

家族、被保険者および保険金等受取人の同意を
得ていないことが判明し、当事者間に紛争が生じた
場合

（2）当社が所定の本人確認方法により確認した登録
家族に開示した内容が、盗用など悪用され、当事者
に損害が生じた場合

（3）保険契約者等または登録家族から第18条第1項
に定める通知が当社になく、当事者に損害が生
じた場合

（4）第20条第1項により本制度が中断または終了さ
れ、または前条により規約が変更され、当事者に
損害が発生した場合

第15条（登録家族からの請求書類の送付依頼）
登録家族から請求があった場合、当社は登録済契約の
当社が定める異動・支払等の請求書類を保険契約者等
に送付します。ただし、請求書類の送付先は保険契約者
等に限定します。

第16条（登録家族の変更）
1　登録済契約者は、第5条に定める範囲内でいつでも
登録家族を変更することができます。この場合、第6
条から第13条の規定を準用します。なお、当社が登
録家族の変更処理が完了するまでは変更前の登録
家族を有効とします。

2　登録家族からの申出による登録家族の変更はできま
せん。

2　第2条第1項（2）および（3）の登録家族から登録済
契約の保険契約の内容の開示請求があった場合、
つぎに定める範囲内で登録家族に開示します。
（1）年金、保険金等の金額
（2）年金、保険金等の受取口座
（3）年金、保険金等の支払日

第17条（登録家族の削除）
1　つぎのいずれかに該当した場合、当社は登録家族
を削除します。
（1）登録済契約の消滅および異動等に伴う削除

①解約、保険金支払等により登録済契約が消滅
した場合
②保険契約者等が死亡した場合
③保険契約者等が変更された場合
④個人年金保険等で年金支払開始日に到達し、
保険契約者が年金受取人でない場合

⑤保険金等受取人が保険金等のすえ置支払または
年金支払を選択した場合で、保険契約者が保険
金等受取人でないとき

（2）保険契約者等または登録家族からの申出による
削除
①保険契約者等から登録削除の申出があった
場合

②登録家族から登録削除の申出があった場合
③登録家族が第5条に定める範囲に該当しなく
なった場合

④登録家族が死亡した場合
⑤登録家族が国内に住居を有しなくなった場合

２　前項により登録家族を削除した場合、当社は保険
契約者等および登録家族にその旨を通知しません。

第19条（本制度の利用停止）

（1）登録家族の登録にあたり、保険契約者等、登録家
族、被保険者および保険金等受取人の同意を得て
いないことが判明した場合

（2）登録家族が反社会的勢力に該当すると当社が
認めた場合

（3）保険契約者等に成年後見人等の法定代理人が
選任された場合

（4）保険契約者等、および被保険者保護のため、当社
が本制度の利用を停止することが必要であると
認めた場合

（5）本制度を維持するうえで、当社が本制度の利用を
停止することが必要であると認めた場合

１　当社はつぎの場合には、当該登録済契約について本
制度の利用を停止します。

2 前項により本制度の利用を停止した場合、保険契約者
等にその旨を通知します。

3 当社が交付した通知または書類等が紛失、盗難等に
よって第三者に使用されるおそれが生じた場合、
および第三者に使用されたことを知った場合にはす
みやかに当社に通知してください。当社がこの通知
を受けたときには、本制度の利用を停止します。

①被保険者等の機微情報（傷病名、手術名、診断
書内容など身体・健康状態に関する情報）

②保険金等の受取口座など受取人固有の情報

（附則）2023年7月1日制定
         2024年10月31日改定


